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令和４年５月神戸町教育委員会定例会会議録（要旨） 

 

１ 日  時  令和４年５月23日（月）午後１時30分から午後２時58分 

 

２ 場  所  神戸町役場南庁舎 ２階第３会議室 

 

３ 出席委員  宇野秀宣教育長、竹中照真委員（教育長職務代理者）、竹中元子委員、

北村 守委員、今津昭雄委員 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 説明のために出席した事務局の職員 

        石原宏一教育部調整監兼生涯学習課長、馬淵勝弘教育課長 

 

６ 傍聴者  なし 

 

７ 議事日程 

   日程第１ 開会 

   日程第２ 前回会議録の承認について 

   日程第３ 会議録署名者の指名について 

   日程第４ 報第８号 地区公民館運営委員会委員の委嘱に係る専決処分の承認につ

いて 

   日程第５ 報第９号 地区公民館長、副館長の任命に係る専決処分の承認について 

   日程第６ 報第10号 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱に係る専決処分

の承認について 

   日程第７ 議第24号 令和４年度一般会計教育費補正予算に関する意見の提出につ

いて 

   日程第８ 議第25号 育英資金助成の認定（継続）について 

   日程第９ 議第26号 育英資金助成の認定（新規）について 

   日程第10 議第27号 育英資金助成の認定（新規）について 

   協議、報告事項 

    １）教育委員会行事予定（５月～６月）について【資料No.１】 

    ２）その他 

    ３）次回定例会開催日 

       ６月24日（金）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

       ７月25日（月）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 
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午後１時30分 開会  

  開会 

○宇野教育長 皆さんこんにちは。 

 教育委員の皆さん方には、お忙しいところ、定例会のほうに御出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

 本日の会議には教育委員さん全員の御出席をいただいております。会議が成立するこ

とを認めます。 

 なお、傍聴の申出はございません。 

 それでは、日程第１、開会。 

 ただいまから令和４年５月神戸町教育委員会定例会を始めてまいります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  前回会議録の承認について 

○宇野教育長 日程第２、前回会議録の承認についてでございます。 

 お手元の会議録のほうを御確認いただきたいと思います。 

 御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、令和４年４月神戸町教育委員会定例会の会議録は承認をされました。 

 なお、この会議録を神戸町のホームページで公表いたしますので、御了解をお願いい

たします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会議録署名者の指名について 

○宇野教育長 続きまして、日程第３、会議録署名者の指名についてでございますけれど

も、今回は今津委員さんにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○今津委員 よろしくお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  報第８号について 

○宇野教育長 日程第４、報第８号 地区公民館運営委員会委員の委嘱に係る専決処分の

承認についてでございます。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 報第８号 地区公民館運営委員会委員の委嘱に係る

専決処分の承認についてでございます。 

             〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、報第８号 地区公民館運営委員会委員の委嘱に係る専

決処分の承認については、原案のとおり承認することに決定をいたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  報第９号について 

○宇野教育長 続きまして、報第９号、地区公民館長及び副館長の任命に係る専決処分の

承認についてを議題といたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 報第９号 地区公民館長、副館長の任命に係る専決

処分の承認についてでございます。 

             〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、報第９号 地区公民館長、副館長の任命に係る専決処分の承認については、

原案のとおり承認することに決定いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  報第10号について 

○宇野教育長 続きまして、報第10号 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱に係

る専決処分の承認についてを議題といたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 報第10号 社会教育委員、公民館運営審議会委員の

委嘱に係る専決処分の承認についてでございます。 

             〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 今回、２名の方が新任委員となっております。 

 ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、報第10号 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱に係る専決処分の承

認については、原案のとおり承認されました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第24号について 

○宇野教育長 続きまして、議第24号 令和４年度一般会計教育費補正予算に関する意見

の提出についてを議題といたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 議第24号 令和４年度一般会計教育費補正予算に関

する意見の提出についてでございます。 

             〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 学校におけるコロナの感染状況の概要について、関連するので、少しだけ委員の皆様

方にちょっと御説明いただけますか。 

○馬淵教育課長 お願いします。 

             〔感染状況の概要説明〕 

 

○宇野教育長 ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんか。 

            〔質疑・説明内容非公開〕 

 

○宇野教育長 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りをします。本件は原案のとおり町長に提出することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、議第24号 令和４年度一般会計教育費補正予算に関する意見の提出について

は、原案のとおり町長に提出することに決定をいたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第25号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第８、議第25号 育英資金助成の認定（継続）について

を議題といたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○馬淵教育課長 議第25号 育英資金助成の認定（継続）についてでございます。 

 神戸町育英資金助成に関する条例第８条第２号の規定により別紙のとおり届けがあっ

たので、教育委員会の承認を求めるものでございます。 

 １ページおめくりください。 

             〔資料により説明〕 

             〔説明内容非公開〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの説明について、質疑・討論をお願いいたします。 

             〔協議内容非公開〕 
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○宇野教育長 それでは、質疑・討論を終わりまして、採決をしたいと思います。 

 今の議論に基づきまして、１番、２番、４番については、引き続き継続して町の育英

資金をお貸しする、３番については、ちょっと今年度は残念ながら貸付けは見合わせる

ということで決定をいたしたいと思いますけど、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、議第25号 育英資金助成の認定（継続）につきましては、１番、２番、４

番については継続を認める、３番については、貸付けは見合わせるということに決定を

いたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第26号及び議第27号について 

○宇野教育長 続きまして、議第26号 育英資金助成の認定（新規分）についてでござい

ます。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○馬淵教育課長 第26号と第27号関連がありますので、併せてお話をさせていただいてよ

ろしいですか。 

○宇野教育長 はい。 

○馬淵教育課長 議第26号、議第27号 育英資金助成の認定（新規）について。 

 神戸町育英資金助成に関する条例第４条の規定により別紙のとおり提出があったので、

教育委員会に承認を求めるものでございます。 

 １枚おめくりください。 

             〔資料により説明〕 

             〔説明内容非公開〕 

 

○宇野教育長 ただいまの説明について、質問、もしくは討論はございませんでしょうか。 

             〔協議内容非公開〕 

 

○宇野教育長 それでは、質疑・討論を終わり、順次採決をいたします。 

 まず、議第26号の案件でございます。 

 本件については育英資金の助成を行うことに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、議第26号 育英資金助成の認定（新規）については、原案のとおり認めるこ

とに決定をいたしました。 

 続いて、議第27号、育英資金助成の認定の新規分でございますけれども、本件につい

ては、育英資金の助成について見送ることと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、議第27号 育英資金助成の認定（新規）については、認めないということ

で決定をいたしました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○宇野教育長 以上、本日予定しておりました議案については全て議了をいたしました。 

 続きまして、協議、報告事項に移ってまいります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  協議、報告事項 

１）教育委員会行事予定（４月～５月）について【資料No.１】 

○宇野教育長 最初に、教育委員会の行事予定、５月、６月分についてでございます。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長  

             〔資料により説明〕 

 

２）その他 

○宇野教育長 それでは、続きまして、その他。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 ６月10日の研修会について 

             〔資料により説明〕 

 

 それと、県市町村教育委員連合会から、教育委員の皆様に徒然日記のお願いについて 

             〔資料により説明〕 

○今津委員 分かりました。 

             〔了承〕 

 

３）次回定例会開催日 

○宇野教育長 それでは、次回定例会開催日についてお願いします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 次回定例会開催日についてです。 

              〔６、７月定例会について説明〕 

 

  次回の定例会は、６月24日（金）午後１時30分から南庁舎２階第３会議室で開催。７

月は、７月25日（月）午後１時30分から南庁舎２階第３会議室で開催します。 

○宇野教育長 以上でございます。 

  あと全体を通じて特に何かよろしかったでしょうか。 

            〔挙手する者なし〕 

では、これをもちまして令和４年５月神戸町教育委員会定例会を閉会いたします。慎

重審議、誠にありがとうございました。 

午後２時58分 閉会  
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 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違のないことを証するため、ここに署名

する。 

 

 

 令和４年５月２３日 

 

          署 名 委 員   今 津 昭 雄 

 


